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政務活動費連絡会記録 

 

 

１ 開催日時  令和２年６月22日（月） 11：30～11：37 

 

２ 開催場所  新庁舎８階 議会中会議室 

 

３ 出席者 

(1) 出席議員 

座長 山口貴裕 

委員 細谷政幸、原聡祐、新堀史明、栄居学、市川さとし、谷口かずふみ、 

くさか景子、池田東一郎、井坂新哉 

(2) 議会局出席者 

局長 谷川純一、副局長兼総務課長 霜尾克彦、 

管理担当課長兼総務課副課長 井上実、経理課長 奥澤陽一 

議事課長 小野関浩人、政策調査課長 大河原邦治、政策調査課副課長 荒井 顕       

 

４ 議題 

 政務活動費のあり方の検討について 

 

５ 会議記録 

（山口座長） 

ただ今から政務活動費連絡会を開会いたします。 

本日、委員の皆様方には、お忙しいところご参集くださいまして、ありがとうございま 

 す。 

この度、議長の方から、私、山口貴裕が座長に選任されたところであります。 

委員の皆様方のご協力をいただきながら政務活動費連絡会のあり方の検討にしっかりと、

透明性かつ適切性を重んじた中で取り組んでまいりたいと思いますので、ご協力の程、よ

ろしくお願いいたします。 

はじめに、今後の本連絡会における県政記者の写真撮影につきまして、政務活動費連絡

会要綱第 11 条第２項の規定により許可することにいたしたいと思いますが、よろしいでし

ょうか。 

（異議なし） 

（山口座長） 

それでは、そのようにさせていただきたいと思います。 

本日の議題は、「政務活動費のあり方の検討について」でございます。 

はじめに、「政務活動費制度の見直し」について、議会局から説明をしていただきたい

と思います。 
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（経理課長） 

「資料 政務活動費制度の見直しについて」をご覧願います。 

まず、政務活動費連絡会による検討でございますが、令和元年６月、団長会のもとに

「政務活動費連絡会」を設置し、更なる透明性の向上と適正性の確保を図るという観点 

から検討が行われ、その検討の結果を「政務活動費連絡会報告書」として取りまとめ、昨

年12月の団長会で了承されました。 

資料の中段をご参照ください。 

政務活動費連絡会報告書の主な内容でございますが、一つ目の丸といたしまして、「政

務活動費に係る会計帳簿の写し及び支出に係る証拠書類等の写しについて、情報公開請求

を必要としない閲覧制度を導入する」ことといたしまして、令和２年４月１日から適用と

なりました。 

二つ目の丸といたしまして、「事務所費及び人件費等への充当要件の厳格化」で、令和

２年度中を整理期間といたしまして、令和３年４月交付分から適用することとしておりま

す。 

三つ目の丸といたしまして、「会計帳簿の写し及び支出に係る証拠書類等の写しのホー

ムページ公開について、令和６年度（令和５年度交付分）までには実施する」というもの

でございます。 

資料の下段をご参照いただきたいと存じます。 

条例等の改正についてでございます。 

一つ目の丸といたしまして、条例改正は、会計帳簿の写し及び支出に係る証拠書類等の

写しについて、閲覧に供することにするほか、所要の改正を行いました。 

二つ目の丸といたしまして、条例施行規程改正でございますが、会計帳簿の写し及び支

出に係る証拠書類等の写しの閲覧は、議長提出すべき期間の末日の翌日から起算して、150

日を経過する日の翌日からすることができる旨を規定いたしました。 

三つ目の丸といたしまして、指針の改正でございますが、使途を明確化するための支出

伝票への追加記載などの改正を行いました。 

資料の裏面をご参照いただきたいと存じます。 

今後の対応でございます。 

昨年度の政務活動費連絡会報告書では、「会計帳簿の写し及び支出に係る証拠書類等の

写しの神奈川県議会ホームページ上での公開については、公開までの間に整理すべき諸課

題を引き続き検討する必要がある。」 

「また、その他の論点については、県議会として今後とも見直すべきものは見直しを行

っていくことで、県民が期待する政務活動費に係る更なる透明性の向上や適正性の確保に

努めていく必要がある。」とされております。 

なお、参考資料１といたしまして、「政務活動費の見直しの概要」、参考資料２といた

しまして、令和元年 12 月の「政務活動費連絡会報告書」をお手元にお配りさせていただき

ましたので、後ほど、ご参照いただきたいと存じます。 

（山口座長） 

お聞きのとおりであります。 

ただ今の説明にありましたとおり、昨年度の政務活動費連絡会報告書において、今後の   

対応として、会計帳簿の写しや支出に係る証拠書類等の写しのホームページ上での公開に

ついては、公開までの間に整理すべき課題を引き続き検討する必要があるとされています。 
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また、その他の論点については、県議会として今後とも見直すべきものは見直すことで、 

県民が期待する政務活動費の更なる透明性の向上や適正性の確保に努めていく必要がある 

とされております。 

そこで、本職といたしましては、次回連絡会において、今年度に検討すべきと考える事

項について、委員の皆様から、ご意見を伺った上で、本職において検討事項を整理してお

示ししたいと考えますがよろしいでしょうか。 

（異議なし） 

ご了承を願います。 

私からは以上でございますが、この際、何かございますでしょうか。 

（なし） 

特にないようなので、以上で、本日の日程は終了いたしました。 

次回の政務活動費連絡会は、７月10日 金曜日、本会議終了後に開催したいと思いますの 

で、よろしくお願いいたします。 

なお、開催通知につきましては、ただ今ご出席の皆様には、省略させていただきたいと

思いますので、ご了承願います。 

それでは、政務活動費連絡会を終了いたします。 

ご苦労様でございました。 

以上 

     


